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国*WHO協会フォーラム 1

喰~~::悶翌ヵ;::;雪」
の趣旨に賛同し、「すこやかパート

盲やか大霞ZI
（いっぽ・・：ん） ナー」として活動しています。

「食と健康」

2015年の世界保健デーのテーマは「Foodsafety 

食吊安全」です。

世界保健デーの意義などWHOへの理解を深めて頂

くとともに、 「食品安全」を契機に幅広く 「食と健

康」について考えて頂く機会として下記のとおりフオ

ーラムを開催します。

企業、学校等で健康啓発を担う方々や一般市民の皆

様のご参加をお待ちしております
上
町
筋

♦日時

♦会場

2015年6月11日禾午後1時30分.........3時30分

大阪歴史博物館4F 第一研修室
（大阪市中央区大手前4-1-32)

♦資料代 500円 ♦申込先着順 60名

●主催者挨拶

公益社団法人日本WHO協会

世界保健デーのテーマ『食品安全』について

関 淳一氏

●講 演

理事長

大阪青山大学健康科学部健康栄養学科教授

『食と健康』 ～子どもの食生活と大人の肥満～

東根裕子先生

（質疑応答）

参加ご希望の方はFax(06-6944-1136)またはホームページよりお申し込みください。

http:/ /www.」apan-who.or.jp/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=seminar1

後援：大阪府医師会・大阪府歯科医師会・大阪府薬剤師会・大阪府栄養士会

主催：公益社団法人日本WHO協会 大阪薬業クラブ助成事業
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「WHO憲章」
世界保健磯関 (WHO)憲立Iま 1946年 7月 22日にニューヨー クで 61か国の代表により睾名され 1948
年 4月 7日より効力が発生しました。 日本では、 1951年 6月 26日に条約第 1号として公布されました。 そ
の定訳は、たとえば「健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり｀単に疾病又は病弱の存
在しないことではない。 到達しうる霞高基準の健康を享 有することは、人種、宗教、政治的儒念又は経済的若
しくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである」といったように格調高いものです。 しか
し、現在では、表現が難しすぎるという声も少なくありませんでした。 日本WHO協会では、 21世紀の市民社
会にふさわしい日本諾訳を追及し、理串のメンバーが討議を重ね｀以下のような仮訳を作成しました。

T日E ST A TES Parties to this Constitution 
declare. ,n conformity with the Charter of the 
United Nations that the following pnnc1ples 
are basic to the happiness. harmor,1ous 
relations and security of all peoples 
Health is a state of complete phy&1cal 
mental and social well-being and not merely 
the absence of disease or infirmity 
The enjoyment of the h1gr1est attainable 
standard of health ,s one of the fundamental 
rights of every human being without 
d1stinct1on of race rel1g1011. political belief 
economic or social condition 
The health of all peoples 1s fundamental to 
the attainment of peace and security and 1s 
dependent upon the fullest co-operation of 
1nd1v1duals and States 
The achievement of 8ny State 1n the 
promotion and protection of health 1s of 
value to Bil 
Unequal developrr1ent in different countries 
1n the promotion of health and control of 
disease. especially communicable disease 1s 
a common dange「
Healthy development of the child 1s of basic 
importance, the ability to ltve harmoniously 111 
a changing total env1ronme,1t 1s essential to 
sucl, development 
The extension to all peoples of the benefits 
of medical psycholo邑1cal and related 
knowledge 1s essential to the fullest 
attainment of health 
Informed opinion and act,ve co-operation or, 
the part of the public are of the utmost 
importance in the improvement of the health 
of the people 
Governments have a respons1b1l1ty for the 
health of their peoples wh1cl1 can be fulfilled 
only by the prov1s1011 of adequate health and 
sor;1al measures 
ACCEPTING THESE PRINCIPLES and for the 
purpose of co-operation among themselves 
and with others to promote and protect the 
health of all peoples the Contracting Parties 
agree to the present Constitution and 
hereby estabilsh the World 日ea1tr1
Organization as a spec1ahzed agency within 
the terms of Article 57  of the Charter of the 
United Nations 

（日本WHO協会理事中村安秀）

世 界 保 健機関憲章前文 （曰本 WHO協会仮 訳 ）

この憲 翠の当事国は、国際連合憲 寧に従い、次の諸
原則が すべての人々の幸揺 と平和な関係と安全保瞬
の基醗であることを宣言します。

儘庫とは｀ 病 気 ではないとか、 弱っていないというこ
とではなく、 肉体的にも、精神的にも、そして社会的
にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。

人種｀ 宗教、政治1言条や経済的 ・社会的条 件によっ
て差別されることなく、最高水準の鑓康に恵まれる
ことは、あらゆる人々 にとっての証本的人櫂のひとつ
です。

世界中すべての人々が健涵であることは、平和と安
全を達成するための基礎であり、 その成否は、個人
と国家の全面的な協力か得られるかどうかにかかって
います。

ひとつの国で健康の増進と1呆譲 を達成することができ
れば、 その国のみならす世界全体にとっても有怠翠
なことです。

健康増進や感染症対策の進み具合が国によって異な
るとしすべての国に共通して危険が及 ぷことになりま
す 。

子どもの健やかな成長は、基本的に大切なことです•
そして、変化の激 しい種々の囮境に順 応しながら生き
ていける力を身につけることがこの成長のために不
可欠ですe

健康を完全に達成するためには．医学、心理学や関
連する学問の恩恵をすぺての人々 に広げることが不
可欠です。

一般の市民が確かな見解をもって積猛的に協力する
ことは、人々の健康を向上させていくうえで最も逗底
なことです。

各国政府には自国民の健頌 に対する四任があり、 そ
の 責 任を果たすためには、 充分な健康対策と社会 的
施策を行わなければなりません。

これらの原則を受け入れ． すぺての人々の健康を咆
進し保霰するため互いに他の国々と協力する目的で、
締 約国はこの憲 箪に同意し． 国際連合憲 翠第 57条
の条項の範 囲内の専門慨 関として｀ここに世界保健
機 関を設立します

--~ ---会員種別 年会費

正会員個人 50,000円

正会員 法人 l 00,000円

個人賛助会員 1口 5,000円

学生賛助会員 l口 2,000円

法人賛助会員 1口 10,000円
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